
令和元年度 

第２回 夜間中学等調査研究部会 

令和元年８月３０日（金）午前１０時～正午 

鳥取県教育センター第１研修室（本館２階） 

 

 

日    程 
 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

 

３ 報  告 

（１）夜間中学先進地視察の概要について（川口市立芝西中学校陽春分校） 

【資料１】【資料２】 

 

４ 協  議 

（１）鳥取県で考えられる公立夜間中学の形と課題について（たたき台）【資料３】 

（２）公立夜間中学設置以外での学び（鳥取県型夜間中学）の形について 

（たたき台）【資料４】 

 

５ 連  絡 

 

６ 閉  会 

 



 



鳥取県教育審議会「夜間中学等調査研究部会」専門委員 

任期：平成３０年５月２８日～令和２年３月３１日 

 

区  分 氏  名 職  名 

有識者 

新 井 則 子 南部町人権教育啓発専門員 

岩 本 由美子 
公益財団法人鳥取県国際交流財団 

事務局次長 

松 島 綽 子 
中部子ども支援センター 

センター長 

山 根 俊 喜 鳥取大学地域学部学部長 

横 井 司 朗 
学校法人鶏鳴学園青翔開智 

中学校・高等学校理事長 

市町村教育委員会代表 

小 椋 博 幸 倉吉市教育委員会教育長 

薮 田 邦 彦 八頭町教育委員会教育長 

学校現場代表 松 岡 昭 長 鳥取市立青谷中学校長 

（五十音順・敬称略） 
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資料１ 
夜間中学先進地視察の概要について 

 

１ 視察日時 令和元年７月９日（火）午後３時から午後６時まで 

 

２ 視察場所 川口市立芝西中学校陽春分校  埼玉県川口市並木町１−２６−１ 

 

３ 参加者  夜間中学等調査研究部会専門委員及び県教育委員会事務局職員 

 

４ 概要 

＜設置の経緯について＞ 

・ 平成２８年の確保法成立以前から、埼玉県内に夜間中学設置に向けた動きはあったが、どの市町村も設置

の意向はなく、県立中学校への併設等、県立で設置する案もあった。川口市には以前から「自主夜間中学

をつくる会」があり、代表は、全国の会の会長も兼ねている。 

・ 平成２９年に川口市長が川口市在住の外国人の多さや、中核市になることを鑑みて「作る」と決定した。 

・ 「各県に１つ」という方針の上、現在他の市町村や県としての設置の動きはない。 

・ 「外国人のための学校を税金で作るのか」という市民の声があったため、各地で説明会を開催し、「外国籍

の方に限らず、全ての人の学びの場を保障する場である」という夜間中学の趣旨を丁寧に説明し、理解を

求めた。 

・ 現在は統合された高校の校舎を使用しているが、新校舎を建設予定であり、費用の２分の１を国が負担。

バリアフリー等、最新の設備を計画している。現在の場所は、廃校になった学校の跡地であり、土地は川

口市のものである。複合施設とすると、補助の対象にならないため、夜間中学だけのための校舎とする。

芝西中学校本校と同じ敷地内ではない。９月の議会で正式に予算額を公表する予定である。 

・ ２部制だと昼間の学校を新設することになり、時間がかかるなどの理由から、２部制ではなく分校にした。 

＜入学対象者について＞ 

・ 埼玉県全域を対象とし、市外在住の者に対しては、生徒が住んでいる市町村が、生徒１人あたり年間８〜

９万円（校務員、養護教諭、支援員等の人件費に関して年間にかかる約６８８万を月割りし、月ごとで在

籍する市外から通う生徒数で頭割りした金額）を負担する。しかし、この方法だと予算化ができないため、

年度途中での転入学が難しい。また、在籍生徒数が変動するため、事務手続きが大変煩雑になるので、該

当する者の有無にかかわらず、県内の市町村から一定額の負担をお願いするのが望ましい。 

・ 他の市町村からの理解は得られており、当事者意識がある。川口市が設置意向を示す前から、埼玉県が「関

係市町協議会」を立ち上げ、夜間中学設置に係る協議を行ってきた。本年度は、会議の回数は減っている

が、継続しており、川口市の取組や意向等を伝えている。 

・ 他の市町村からの受け入れにあたっては、個人情報を扱うルールが各自治体によって異なるので、学籍簿

のやりとりが難しい。 

・ 県は県費負担職員８名分の人件費を負担する。 

・ 「入学予定者を１２０人」とした根拠は、ニーズ調査を行った際、３８７名が夜間中学に通う事に関して

前向きな回答をしたが、全員が実際の入学希望者にならないと想定し、６クラス（２４０人）を見込んで

施設面を計画した。３年間で徐々に生徒が増えることを考え、１２０人とした。８０名程度が入学希望し

たが、直前の辞退があり、実際に入学したのは７８名。「見込みよりも少ない」と報道される事があるが、

１２月時点での入学希望者は６０名程度で、７８名は想定内の数字であり、全国の他の夜間中学と比べて

も大きな数である。 
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・ 学級編成は１年生２クラス、３年生１クラスである。入学の際の面談で３年間継続して通うことについて

不安があった者等を３年生とする等、それぞれのニーズに合わせている。しかし、３年生に在籍する生徒

が実際今年１年間で卒業するかどうかについては不明である。 

・ 出席率は大変良く、日々８割から９割が出席している。先生方の努力もある。 

・ 不登校経験者は８名程度である。 

・ 学齢期の不登校生徒を受け入れない理由の１つは、学齢期の生徒には本来行くべき中学校がある、という

考え方に基づいている。また、適応指導教室等もあることも理由にあげられる。しかし、今後ニーズも変

化してくると捉えているので、変わってくるかもしれない。 

・ 入学者の選抜については、基本的に本人が希望すれば受け入れる。面接で「学び直したい」「学びたい」と

いう意思を確認した。 

・ 遠方から通う生徒に対して交通費等の支援はしていない。川口市内在住の生徒に対しては援助ができるが、

市外から通う生徒にはできないので、不公平が生じる。成人であっても「学生」なので学割が適応される。 

＜教育課程、学校行事等運営について＞ 

・ 様々なニーズに応えるような教育課程を組んでいる。中学校の学習内容を基本とするが、必要であれば小

学校の内容も学べる。自分の学びに合った教科書を選び、小学校の教科書を使用することも可能である。 

・ 学びの差が大きいため、学年や学級を設けているが、授業になると別の学習集団編成を行う。一斉指導が

苦手で不登校になっていた生徒もいる。 

・ 当初は１単位あたり４０分で行っていたが、生徒の授業の様子を見て、現在は４５分にしている。 

・ 日本語指導については、加配があり、取り出し指導を行っている。日本語指導は免許がいらないので、授

業のない教員が交代で指導することがある。目的は日常的な日本語習得ではなく、授業を受けるための日

本語学習である。 

・ 現在配置されている教員は、夜間中学での勤務を希望した者で、意欲的で職員集団としてまとまりがある。

様々な生徒がいるので、生徒と向き合いながらやっていける力量のある教員が必要である。 

・ 学校へのボランティアについては、希望があれば面談をし、受け入れている。中国語ができる大学生等が

いて助かっている。 

・ 学習指導要領に沿った教育課程で行うが、校長判断によるところが多く、１０５０時間という縛りもない。

生涯学習や日本語学校とは違うので、全ての教科を学ばなければならないが、その強制力が生徒の学びへ

の意欲を高め、出席率の良さにつながっているのではないかと分析している。 

・ 評価については、テストは行わず、通知表で通信欄に記述をする。要録には数値での評価を記録しなけれ

ばならないので、授業内で見取って記録を残す等、それぞれの教師が工夫している。 

・ 学校行事については、体育祭や合唱コンクールなど芝西中学校本校と合同で行うものと、分校のみで行う

ものを計画している。参加は強制しておらず、本年度様子をみてさらに検討していく。現在は両校の生徒

会がビデオレターでやり取りをしており、直接出会ったり、活動を共にしたりはしていない。 

〇授業参観 選択（音楽・百人一首・国語・日本語）の授業を見学。 

どの教室でも、誰もが一生懸命に学んでいた。様々な国籍、年齢の方が互いに教え合ったり、助け合った

りするなど、大変温かい雰囲気であった。先生方は一人一人に声をかけるなど、支援を丁寧にしておられた。

また、登校時や授業後に明るく挨拶をしてくれる生徒が多かった。生徒同士や、生徒と教員との人間関係も

よいと感じられた。 
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資料３ 
鳥取県で考えられる公立夜間中学の形と課題について（たたき台） 

 

平成２８年１２月１４日に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る法律」が施行され、全ての地方公共団体に、夜間中学等の設置を含む就学機会の提供その他必要な措

置を講ずることが義務付けられた。義務教育段階における教育の機会を保障する事は地方公共団体の責

務であり、昨年行なったニーズ調査において、少数ではあるが夜間中学に「通ってみたい」「通わせて

みたい」といった回答があったことを鑑みると、対象者が県内に散在し、それぞれのニーズが多様であ

る事等、検討すべき課題が多くあるが、夜間中学を設置する場合の「鳥取県で考えられる公立夜間中学

の形」をまとめたものである。 

 

※「鳥取県で考えられる公立夜間中学の形」とは、平成３０年度から行ってきた調査研究部会での協

議結果と、他都府県既設置校及び、設置を決定している自治体の取組事例を参考に、県内に夜間中

学が設置される場合に考えられる形を表したものである。 

 

１ 設置の主体 

 設置主体については、中学校であることを鑑みると、基本的には市町村が設置することが望ましいが、

対象者が少なく、県内に散在していることや、入学対象者を全県に広げられるということを考えると県立

での設置も考えられる。 

 

※令和元年７月に各市町村教育委員会に意向確認を行ったが、設置の意向がある自治体はなかった。 

 

２ 設置場所 

設置場所については、平成３０年度に実施したニーズ調査で「夜間中学に通ってみたい」と回答した人

は県内各地に散在しているが、人口や交通の便を考えると、利便性のよい市部の中心地が候補としてあげ

られる。 

 

３ 対象生徒 

（1）入学対象者 

鳥取県の現状を考えると、学齢期の不登校生徒と不登校経験のある既卒者が主な対象者と考えられ

るが、その他の学び直しを希望する者や、本国において義務教育を修了していない日本の義務教育の学

習を希望する外国籍の者についても受け入れることが望ましい。 

※学齢期の不登校生徒の受入れについて 

  学齢期の不登校生徒については、本来は在住する市町村立の学校に通うことが原則であるが、不登校

等、様々な事情を抱えた生徒にとって、学びの場を保障する選択肢の１つとして、他の市町村からの受

入も可能とすることが考えられる。このため、入学もしくは編入の時点で、本人や保護者、在籍学校長

と設置者及び夜間中学校長が面談を行い、決定するのが望ましい。 

また、設置者が県あるいは市町村のいずれの場合においても、それぞれの教育委員会が果たす役割を

明確にし、転入や、一旦夜間中学に転入した後に元の学校に戻ることの可否等、ルールを設けることが

必要である。いずれの場合にも、在籍学校や市町村教育委員会との綿密な協議と慎重な判断が必要であ

る。 

※外国籍の者について 

外国籍の者に対しては、夜間中学は義務教育未修了者が義務教育段階の学習内容全般について学ぶ

場であり、日本語習得のみが主目的ではないということを明確に示し、本人の学びのニーズを確認する

必要がある。しかし入学後は必要に応じて日本語指導を行う等、適切な支援を行うとともに、日本の生

活習慣等についての学びも確保し、社会的に自立していく力を育成することも検討する。 
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（2）受入れ生徒数（設置当初の学年設置） 

  現時点で生徒数の想定は困難であるが、設置の方向性が固まった段階で、記名のアンケートで追加の 

ニーズ調査を行い、入学を希望する者に対しては、個別に聞き取りを行い、正確な入学見込み人数把握 

に努めることが必要。その際には、該当の学校、教育委員会とも十分に連携することが重要である。 

 

（3）入学時期 

4月が望ましい。年度途中の転入のルールについて検討する必要がある。 

 

（4）在学年限 

  3年間に限定することなく、生徒一人一人のニーズや学習内容の定着状況等に応じて、学校独自の進 

級・卒業判定の基準を設定することが望ましい。面接、出席日数や成績等を総合的に考慮した判定会議 

を行う。また、中学校卒業後の進路保障につながるよう留意する。 

  欠席が続き連絡が取れなくなる場合等を想定し、中途退学についても規則を設けておくことが必要 

である。 

 

（5）その他 

  入学にあたっては、面接を実施し、本人の学び直しの意思を確認するとともに、個々の背景や学びの

ニーズを可能な限り把握し、それらに応じて在籍学年を決定する。 

 

４ 学校運営 

（1）教育課程 

  学習指導要領に基づき、９教科全てを学習できる教育課程編成を行う。その際、個々の生徒の学びの

経歴やニーズに応じて、個別の指導体制をとったり、日本語指導を行ったりする等の対応を検討する。 

行事等については、状況に応じて、可能な範囲で実施する。 

 

（2）評価 

  生徒の実態に応じて行う。定期テスト等や数値による評定を行わず、通知表においては、学習の様子 

の記述による評価も可能である。指導要録については、基本的に数値での評定が必要であるため、生徒 

の学習の様子の記録や、ポートフォリオ等を評価材料とするなどの工夫が必要である。また、高等学校 

への進学等、進路保障の観点からの評価の在り方も検討する必要がある。 

 

（3）日課表 

  公共交通機関を利用する等、通学状況を勘案し、日課の設定の在り方に配慮する。（例１） 

  また、学齢期の生徒を対象者とする場合、昼間の形態も考えられる。（例２） 

    （例１） 夕方              （例２） 昼間 

     短学活 １７：３０~１７：４０       １０：００~１０：１０ 

１校時 １７：４０~１８：２０       １０：１０~１０：５０ 

     ２校時 １８：２５~１９：０５       １０：５５~１１：３５  

         （ 休憩 １５分 ）         １１：４０~１２：２０  

     ３校時 １９：２０~２０：００       （ 休憩・食事 ４０分 ） 

     ４校時 ２０：０５~２０：４５       １３：００~１３：４０ 

     短学活 ２０：４５~２０：５５       １３：４０~１３：５０ 
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５ 教員配置 

（1）教員配置の在り方 

学級数に応じて、県費負担職員の配置数が決まるが、９教科の専門性のある指導を行うためには、必 

要に応じて非常勤講師等の配置も検討する。また、様々な背景を持った生徒や、配慮を要する生徒が入 

学することが考えられるため、養護教諭等、支援体制を組織することが必要であるとともに、日本語指

導が必要な生徒に対して支援員等の派遣の検討が必要である。 

教職員については、多様な経歴を持った生徒一人一人の実態に合わせながら、学習面、生活面ともに 

指導のできる経験のある者が望ましい。 

 

（2）服務管理 

  勤務時間については、昼間部同様７時間４５分とする。 

 

６ 開設までのスケジュール（準備期間を３年間とした場合の試案） 

開設 3年前 

 〇中学校夜間学級協議会の設置（第１５条に基づく協議会を必要に応じて設置） 

・細かなニーズ調査による入学希望者の把握 

（記名方式による実際の入学候補者に近い人数を把握） 

・入学要件・基準等の検討 

・生徒、保護者への支援検討      

・教員数・加配教員・日本語指導員等教員配置についての検討 

・関係条例・規則についての検討 

〇中学校夜間学級設置場所・開設時期の決定 

開設 2年前 

４～６月 〇中学校夜間学級開設準備室の設置 

〇中学校夜間学級開設について広報開始 

（ホームページ・広報誌・リーフレット作成、配布） 

〇設置予定市町村（学校・施設）との協議・調整 

〇地域住民への説明会・「夜間中学体験」開催 

７～９月 〇施設・設備の整備について計画 

１０～１２月 〇教員研修の実施 

〇必要に応じて予算要求 

１～３月 〇教育課程の研究 

〇就学助成制度適用について検討 

〇関係条例・規則等の整備 

開設 1年前 

４～６月 〇入学希望者募集開始（入学について相談受付） 

〇入希望者への説明会の開催 

７～９月 〇施設・設備の設備工事（夏季休業中） 

〇入学希望者への面接実施 

１０～３月 〇入学者数の決定 

〇学級編成、教育課程編成等決定 

〇教員研修の実施 

〇教材準備開始 

開設年 4月 夜間中学の開設・授業開始 
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７ その他 

 本県では、平成３０年度から鳥取県教育審議会に夜間中学等調査研究部会を設置し、夜間中学等設置

にあたっての課題やその解決策に関する検討を行ってきた。先進地視察やニーズ調査、シンポジウムの

開催といった取組を通じて、鳥取県で考えられる夜間中学の形を上記の形でまとめることとした。 

 一方、設置する方向が固まった場合、正式な入学希望者の把握、校舎設置場所や施設設備、転入学に

係る体制整備、またそれらにかかる経費等、具体的に検討を進めていくためには、さらなる情報収集や

検討を進めることが必要である。 

加筆・修正等の御意見 
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資料４ 
公立夜間中学設置以外での学び（鳥取県型夜間中学）の形（たたき台） 

  

鳥取県においては、学び直しのニーズを持った対象者が県内に散在しており、本県の公共交通機関事

情、昨年の調査でニーズがあると明らかになった不登校の学齢期の者や形式的卒業者の通学事情を考え

ると、県内のいずれか１か所に夜間中学を設置しても、全ての者が継続的に通うことは困難であると考え

る。また、それぞれの対象者の背負っている背景や、学びのニーズは多様であり、適切な支援を行うため

には加配教員や支援員等を確保することが必要である。 

現在鳥取県内では，県、市町村、民間団体により、外国人のための日本語教室、不登校生徒のための適

応指導教室やフリースクール、若者支援のためのハートフルスペース等、多様なニーズを持った人々に対

して、学習面だけでなく生活面での自立支援も行う取組がなされている。県内一か所に１つの学校を新設

するよりも、現存の取組を充実させることで、よりきめ細かな支援を行うことができる。また、高い専門

性を持った民間団体の取組を支援したり、県や市町村の取組と連携させたりすることで、学び直しを求め

る対象者一人一人に対して、それぞれのニーズに適した学びの場を、より確実に保障することができると

考えられることから、「公立の夜間中学」ではなく「鳥取県型夜間中学」の形として提案するものである。 

※それぞれの対象者に向けての現在行われている主な支援の具体案は、下記のとおり。 

（下線部は想定される新たな取組。） 

 

１ 戦後の混乱期の中で様々な事情により義務教育未修了のまま学齢を超過した者 

現時点では、県内におけるニーズを把握できていないが、今後のニーズ次第で、識字学級や生涯学習教

室等の充実策を検討する。 

 

※令和元年 7月現在市町村の状況について調査した結果、２市で識字学級の設置があった。 

 

２ 本国において義務教育を修了していない外国籍の者 

〇 公益財団法人国際交流財団の活動の支援・県や市町村の取組と連携 

無料の日本語講座が東中西の各地域で週１回行われている。講師による指導だけでなく、日本語指導

ボランティアによる学習サポートが行われており、日本語指導ボランティア研修も開催されている。県

として、ボランティア研修や各事業について、各市町村教育委員会や学校に周知を図り、支援者の増に

むけて、支援を行う。また、財団に関わりのある外国籍の方や、外国人コミュニティに対して、下記の

機関等について情報提供を行い、他の学びの場の確保を図っていく。 

（参考：現在の日本語クラス実施状況） 

東部地区（鳥取市） 中部地区（倉吉市） 西部地区（米子市） 

毎週日曜日 

基礎１クラス（県民ふれあい会館） 

基礎２クラス（県民ふれあい会館） 

初級１クラス＜会話＞ 

（鳥取市高齢者福祉センター） 

初級２クラス＜生活漢字＞ 

（鳥取市高齢者福祉センター） 

中級 

こどもにほんごクラス 

（鳥取市高齢者福祉センター） 

毎週日曜日（中部総合事務所） 

毎週水曜日（倉吉体育文化会館） 

基礎クラス 

初級クラス 

毎週日曜日 

（米子コンベンションセンター） 

基礎クラス＜講師による指導＞ 

初級クラス 

＜ボランティアによるグループ学習＞ 

 

３ 不登校等様々な事情から実質的に十分な教育を受けられないまま学校の配慮等により卒業した者 

(1) 通信制の高等学校での受入 

  現在、県立では、鳥取緑風高等学校と米子白鳳高等学校に、私立では湯梨浜学園高等学校に通信制

課程が設置されており、また、あすなろ高等専修学校、中央高等学園専修学校及び若葉学習会専修学

校は広域通信制のクラーク記念国際高等学校または星槎高等学校と連携し、様々な状況の生徒が学ん

でおり、高等学校においても学びの場は確保されている。 
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 (2)不登校生徒等訪問支援・居場所づくり事業（いじめ・不登校総合対策センター事業）の活用 

現在、県内３箇所に設置している鳥取県教育委員会が運営する教育支援センター（ハートフルスペー

ス）において、不登校（傾向）の高校生や中学校卒業者、高校中途退学者の学校復帰や就労、社会参加

に向けた支援等を行っている。 

 （具体的な取組） 

  電話・来所による相談   家庭訪問等による訪問支援  安心して過ごせる居場所の提供 

  社会性を育む活動の提供  進路情報の提供       福祉・就労等の関係機関へのつなぎ 

 

４ 不登校となっている学齢生徒 

(1) 不登校等の生徒を対象とした私立の定時制の「学び直しの場」設立支援 

  平成３０年度の夜間中学等調査研究部会で意見のあった「私立の夜間中学設置案」を基に、民間で設

立される不登校の学齢期の生徒が学べる場を支援する。教育課程や、時程を柔軟に設定したり、個別の

支援を充実させたりするなど、様々な経歴を抱えた生徒に対応できるようにする。詳細については今後

検討していく。 

※現在の助成制度は私立夜間中学を想定していないため、要綱改正を行う必要がある。 

〇私立学校支援のための事業（総合教育推進課事業） 

・私立学校教育振興補助金 

 私立学校（高等学校、中学校、専修学校）の教育条件の維持向上、生徒・保護者の教育費負担の軽減 

及び学校経営の安定化を図り、各私立学校の特色ある取組を支援する。 

・私立学校施設整備費補助金 

私立中学校・高等学校の校舎等の改築、改修（耐震補助工事等）に要する経費の一部を助成すること 

により、校舎等の耐震化を推進し、教育環境の整備を図る。    

・私立学校支援等事業 

私立学校の行う取組に対して幅広く支援を行うことにより、人材育成の場としての私立学校の見直 

向上に資する。 

・私立高等学校等就学支援金支給等事業 

家庭の状況にかかわらず、すべての中学生、高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、 

就学支援金の支給や授業料等の減免助成により、家庭の教育費負担を軽減する。 

 

(2) 中学校内に「適応支援教室」を設置するなど、校内での支援体制を充実させる人員加配を検討 

 

(3) 不登校対策事業（いじめ・不登校対策センター事業） 

  小・中学校児童生徒への継続した支援のため、中学校へのスクールカウンセラー配置や資質向上に係

る研修会及び小学校への「学校生活適応支援員」配置、市町村設置の教育支援センターに対する不登校

対策ネットワーク構築支援等の充実により、不登校の未然防止や不登校状態の児童生徒の学校復帰も

含めた社会自立を目指す。また、重大な事故等が発生した場合に備えて、臨床心理士等を派遣できる体

制を整備する。 

 

(4) フリースクール連携推進事業（総合教育推進課事業） 

  小・中学校の不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補助、基礎的生活習慣

の改善等の相談指導について、民間（私立学校等）のノウハウを活用しながら児童生徒、保護者のニ

ーズに応え選択肢を提供するフリースクールを運営する事業者を支援することにより、児童生徒の社

会復帰や社会的自立に資する。 

 

 ※フリースクールとは：不登校の子どもの受け皿として、その学習権の保障や安心して過ごせる居場

所を提供する施設。さらに、通信制高校での学習をサポートするサポート校など、不登校の子ども

を対象とした既存の学校とは異なる機関、施設の総称。鳥取県では、鳥取県教育委員会が定める

「不登校児童を指導する民間施設のガイドライン」に準拠した相談・指導等を行っている施設４つ

を支援している。 

 

- 11 -



５ その他（年齢を問わず、不登校（傾向）、引きこもりのへの支援） 

 不登校児童生徒への自宅学習支援事業（いじめ・不登校対策センター事業） 

  学びの機会を失っている不登校児童生徒を対象に、ICT 等を活用した自宅学習支援を行い、学力補

充や学校や社会への復帰の後押しを行う。県内３か所の県教育支援センター（ハートフルスペース）に

自宅学習支援員を配置し、インターネットを介して学習の進め方をアドバイスしたり心的なサポート

を行ったりする。 

 

＜その他＞ 

今後も、就学の機会の確保への対応は必要であり、学び直しや学習機会を求める人々のニーズは変化し

ていくことが考えられることから、県内のニーズ状況によっては、夜間中学設置検討も視野に入れつつ、

今後も就学の機会の確保に向けた施策を検討していく。その際に、外国人住民や不登校・ひきこもり傾向

の者など、様々な背景と学びのニーズを抱える人々に対して、よりよい支援が行えるよう、他課や民間団

体など他機関と連携を深め、互いのネットワークを構築する。また、各市町村への支援や情報提供を行う

ことで、各自治体での社会教育や学校教育等をより一層充実させたり、学び直しのニーズの把握や、県と

しての取組を充実させたりすることとする。 

 

 

加筆・修正及び今後の対応策 
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